
1 

 

 

令和６年度　集団指導資料 

 

 
　八街市指定居宅介護支援事業所 

　八街市指定地域密着型サービス事業所 

　八街市介護予防・日常生活支援総合事業 

 
――――　　目次　―――― 

 
  １．制度等に係る変更等の情報提供について 

　　　（１）介護サービス事業者の経営情報の報告・公表【全サービス共通】 

  　　（２）指定更新、変更等の届出について【全サービス共通】 

　　　（３）居宅介護支援事業者の介護予防支援の指定について【居宅介護支援】 

　２．その他 

（１）介護事業所様からの質問に対する回答 

――――――――――――――― 

 
１．制度等に係る変更等の情報提供について 

（１）介護サービス事業者の経営情報の報告・公表【全サービス共通】 

令和６年度より経営情報の報告・公表のための新たな２つの制度（下記のア、イ）が

始まりました。 

 
      ア．介護サービス事業者の経営情報データベース 

　　　　　介護サービス事業者経営情報を都道府県知事への報告が２０２４年から義務化 

　　　　　されました。原則として全ての介護サービス事業者が対象となります。（居宅 

　　　　　療養管理指導、介護予防支援は報告対象外 ） 

　　　　　ただし、事業者が有する事業所又は施設のすべてが以下の基準に該当する介護 

　　　　　サービス事業者は対象外となります。 

　　　　　・当該会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額 

　　　　　　が１００万円以下の者 

　　　　　・災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な 

　　　　　　理由がある者 
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　　　　　詳細は千葉県のホームページを参照して下さい。 

　　　　　・千葉県のホームページ「介護サービス事業者経営情報の報告」 

　　　　　　https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigohoken/kaigokeiei.html 
          ・介護保険最新情報も参照して下さい。 

　　Vol１３３６、１３３０、１３２５、１３１９、１３０５、１２９８、１２９

７ 

 
       　参考条文：介護保険法第１１５条の４４の２ 

　　　　 　　介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービ 

             ス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知 

             事に報告しなければならない。 

 
イ．介護サービス情報公表制度の見直し 

　　　　　介護サービス情報公表制度で財務状況の分かる書類の報告が義務化されまし 

　　　　　た。 

　　　    令和和６年度に追加された変更点 

　　　　　・「運営情報」欄に、財務諸表を掲載する項目が追加されました。 

　　　　　　財務三表（損益計算書、キャッシュフロー計算書、バランスシート）を PDF　　　　　　 

または CSV 形式でアップロード可能ですので、忘れずに掲載願います。 

　　　　  ・「事業所の特色」欄に、運営規程の概要等の重要事項を掲載可能となりまし 

            た。令和７年度より、重要事項等の情報を原則としてウェブサイト（法人の 

　　　　　  ホームページ等または介護サービス情報公表システム）に掲載することが義　　　　　   

務化されますので、ご留意ください。 

 
    　　　　詳細は千葉県のホームページを参照して下さい。 

　　　　　　・千葉県のホームページ｢介護サービス情報の公表について｣ 

　　　　　　　https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/shien/johokohyo/top-page.html 
            ・介護保険最新情報も参照して下さい。 

Vol１３３３、１２９７ 

 
参考条文：介護保険法第１１５条の３５　 

　　　    　　介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス 

　　　　　　　事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サ 

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護 

予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を 

受け、訪問護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス（以下 
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「介護サービス」という。）の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令 

で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係 

る介護サービス情報（介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者 

又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用し 

ようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確 

保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものを 

いう。以下同じ。）を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を 

管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 

 
（２）指定更新、変更等の届出について【全サービス共通】 

　　　ア　介護事業所の指定申請等のウエブ入力・電子申請の導入について 

        　厚生労働省は、介護サービス事業所の指定申請等について、対面を伴わない申 

　　　　　請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公開システムの機能拡張を行 

　　　　　い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システ 

　　　　　ム」の運用を開始しました。令和８年３月３１日までにすべての地方公共団体 

　　　　　において本システムが導入され、本システムの使用が基本、原則化されます。 

 
　　　　　八街市においても、令和７年４月１日より、電子申請届出システムによる受付　　　　　 

を開始します。 

　　　　　※電子申請届出システムが利用できない「やむを得ない事情」がある場合につ 

　　　　　　いて、従来通り、対面、電子メールまたは郵送による申請も受け付けます。 

 
         ・厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書 

　　　　　 標準化」 

　　　　   https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html 
         ・八街市のホームページ｢電子申請届出システム｣ 

　　　　 　https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/13/50147.html 

 
  （３）居宅介護支援事業者の介護予防支援の指定について【居宅介護支援】 

ア　令和６年度の介護保険法の改正により令和６年４月１日より居宅介護支援事　　 

業者が介護予防支援事業者としての指定を受けられるようになりました。 

 
　　参考：居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受ける場合の基準 

　　　　　　　　・事業所ごとに１以上の必要な員数の介護支援専門員を置くこと。 

　　　　　　　　・常勤かつ主任介護支援専門員である管理者を置くこと。 

　　　　　　　　・居宅介護支援事業所の指定を受けていること 
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    既に居宅介護支援事業所の指定を受けている場合、介護予防支援の指定を受 

　　ける際は下記の書類の提出を高齢者福祉課までお願いいたします。 

               ・指定申請書（別紙様式第二号（一） ) 

    　　　     ・付表第二号（十二） 

                     ・居宅介護支援事業所の指定通知書 

 
２．その他 

  （１）本年度、介護事業所様からあった質問をまとめました。 

 
【居宅介護支援】 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 

【訪問看護】 

Q．連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護と訪問看護を併用する場合の注意事項は　  

何かありますか？ 

 

A．注意事項として、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護と訪問看護の連携につい

ては、訪問看護事業所で訪問看護を２４時間行うことができる体制を整えている事業所

としての、①緊急時訪問看護加算の届出、②訪問看護事業所における定期巡回・随時対

応型訪問介護看護連携に係る届出を千葉県に行っている必要があります。 

 
また、訪問看護の介護報酬については、ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と

連携する場合の介護給付費単位数サービスコードがありますので、そのサービスコード

で請求を行って頂けますようお願いいたします。（別紙１参照） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携時の訪問看護の報酬の考え方については、老企

第３６号第２の４（５）を参照して頂けますようお願いいたします。（６ページ目参照） 

 
【小規模多機能型居宅介護】 

Q．小規模多機能型居宅介護の利用者が訪問入浴介護を利用することが可能なのでしょう 

　 か？ 

A．令和３年度の介護報酬改定で看取り等で多機能系サービスへの通いが困難となった状 

　 態が不安定な利用者を対象として訪問入浴介護のサービスを多機能系サービス事業者 

   の負担の下で提供することは差し支えないこととされました。 

 

　 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf 
  （令和３年度の介護報酬改定で法改正がありました。２１ページ目に記載があります） 
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   介護保険最新情報 965 QA 問 7 

   https://www.mhlw.go.jp/content/000767887.pdf 

 
　多機能系の利用者の訪問入浴介護サービス費は多機能系サービス事業者様の負担となり 

　ます。介護保険を利用して訪問入浴介護を行うわけではないため、訪問入浴介護の給付管 

　理を行う必要はありません。ただし、小規模多機能型居宅介護計画書、サービス担当者 

　会議やサービス利用記録などには訪問入浴介護の利用についての記録を残して下さい。 

 
 【居宅介護支援、地域密着型サービス】 

 Q．事業所で行った介護保険制度等の研修資料（参加者等の記録含む）は過去、何年間 
　　まで保管しておけば良いのでしょうか？処分して良いかの判断が分からずに過去の研 

修資料の保管に苦慮しています。 

 

 A．市の運営指導時には直近年度（運営指導のタイミングにより、年度の途中で研修が未 

実施であれば、実施したことを確認するために前年度）の研修資料を確認します。よ 

って、運営指導時は前年度までのものが手元にあれば問題ありません。 

しかし、運営指導時に研修資料が確認できない場合、介護報酬の減算となる可能性も 

あります。減算となった場合は、介護報酬の返還請求権の消滅時効が５年であること 

から過去５年間分の介護報酬の減算を求めることもあります。 

研修記録を証明し、介護報酬の減算を防ぐためにも、過去５年間分の研修資料は保管 

して頂けますようお願いいたします。 

（例：令和７年度中（令和７年４月～令和８年３月）は令和２年度（令和２年４月～） 

からの資料の保管をお願いいたします） 
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   （参考）   訪問看護の報酬の考え方 

 老企第３６号第２の４（５） 

 （５）定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 

①　定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携については、訪問看護を 24 時間行

うことができる体制を整えている事業所として、緊急時訪問看護加算の届け出をしている

ことが必要である。 

②　定期巡回・随時対応型訪問介護看護の報酬は月額定額報酬であるが、次のような場合

には次のような取扱いとする。 

(一)　月の途中から訪問看護を利用した場合又は月の途中で訪問看護の利用を終了した場

合には、利用期間(訪問看護の利用を開始した日から月末日まで又は当該月の初日から利用

を終了した日まで)に対応した単位数を算定する(以下４〔訪問看護の規程〕において「日割

り計算」という。)こととする。 

(二)　月の途中に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用している場合は、その期

間について日割り計算により算定する。 

(三)　月の途中で要介護５から他の要介護度に変更となった場合、及び他の要介護度から

要介護５に変更になった場合は日割り計算により算定する。 

(四)　月途中で、末期の悪性腫瘍又は別に厚生労働大臣が定める疾病の状態(利用者等告示

第四号を参照のこと。)となった場合は、その状態にある期間について日割り計算により算

定する。






